
 

 

令和 4 年光市人権施策推進審議会 

                令和４年６月２０日(月)１4：００～ 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 市⾧あいさつ 

４ 委員紹介（事務局） 

５ 会⾧・副会⾧選任 

 〇会⾧ 

  この審議会を通して、皆さまのご意見を聞きながら、光市の人権推進施策に

反映されるよう精一杯頑張っていきたい。どうか皆様方、よろしくお願いいた

します。 

 〇副会⾧ 

  ベテランの会⾧と共に頑張りますので、よろしくお願いします。 

６ 議事 

 （１）光市における人権施策等の取組について（事務局説明） 

  ア 人権施策推進審議会について 

アについて質疑なし 

イ 再犯防止推進計画概要説明、男女共同参画基本計画概要説明 



 

 

イについて質疑 

 〇委員１ 

 男女平等の件、市の女性職員数は、50％に達しているのか。また、管理職にし

める女性職員数は、目標数に達しているのか。 

 〇事務局 

 ただいま、委員１からの質問、市の職員数における男女の共同参画について、 

現在、市の職員数は、392 人のうち、女性職員が 3 分の 1 の 133 人となってい

る。管理職の人数は、総数が 63 人、このうち女性管理職が 12 人で、比率は 5

分の 1 となっている。今後の推移としては、職員の採用等もあるが、市としても

ジェンダー平等の実現に向けて、第 4 次男女共同参画基本計画では、女性管理

職の登用、各審議会委員の女性委員の登用の推進等をうたっている。 

〇会⾧ 

 この審議会の委員は、17 名のうち、男性が 10 名、女性が 7 名という構成にな

っています。 

いろいろな分野で、著しいという言葉がなくなるような、行政的なものマンパ

ワー、国会議員でも話題になっている。そういった改善、男女の枠を外すような、

人としてという形で必要だろう。光市の取り組みもさらに一層の力点をおいて

やっていただけたらと思う。 



 

 

〇委員２ 

 資料２の 2 特設人権相談所の開設の件、今はパワハラ、モラハラや DV 等あ

り、なかなか表に出てこない事案もあるでしょうが、今までどのような相談があ

り、どのような対応をされたのか、それが解決できた事案等、可能な範囲で今の

実態を聞いてみたい。 

〇会⾧ 

 今日は、普段実際に対応する人権擁護委員がいます。 

〇委員３ 

 人権相談は、順番に人権擁護委員が当たっている。コロナ禍になり、件数は減

っている。深刻なハラスメントもないことはない。例えば、職場でのいじめは、

私自身相談を受けたことがある。もし、深刻な人権侵害があった場合は、法務局

の職員と連携しながら人権問題として対処していくことはある。職場でのいじ

めもだが、話を聞いてほしいと、こんなことがあって聞いてほしいと。法務局に

いって取り上げましょうかとなると、それはいいと断られることもあり、相談者

の意向を踏まえながら対応している。私が受けた限りでは、深刻なハラスメント

は数的には多くない。ただ、誰かに聞いてもらいたい、日ごろの不満や不合理な

ものを聞いてもらいたいのが多く、話を聞いた後は、かなりの部分で気が済んで

帰る方も多々ある。 



 

 

〇会⾧ 

 人権というものは、非常に大きく捉えられていて、土地の問題や遺産や相続の

問題といろいろな形であるけれど、全体的に人権侵害に当たるようなことはな

い。誰かに相談して何かヒントを得て、ほっとされて帰られるようだ。 

 それでは、人権教育に対する取り組みについて、お願いします。 

ウ 人権教育に係る取組について（事務局説明） 

〇会⾧ 

 コロナ禍で多くの人が集まることが難しい。そこで、出前講座は少人数でも開

催できるので、もっと広めていったらどうか。コミュニティセンターで実施する

となると、どうしても大人数になる。以前、5 人位のグループで自宅開催した出

前講座に参加したことがある。 

〇事務局 

 出前講座の件、光市では、市民の皆さんの市政に対する理解を深めていただく

ため、市民とともに歩むパートナーシップのまちづくりを進めるためという目

的で、出前講座を開催している。市の施策や制度、事業内容等について、担当職

員が講師となって出向き、話をするもので、場所はどこでも、人数はある程度集

まれば開催できる。様々なメニューがあるうち、人権推進課では、「人権って何

だろう」「男女共同参画の実現に向けて」、また、「犯罪をした人たちの社会復帰



 

 

に理解を」。人権教育課では、「みんなで人権について考えてみよう」「学んで防

ごう、パワーハラスメント」、その他演題以外に希望の演題があれば、対応して

いく。出前講座のメニューについては、市役所受付や教育委員会、地域づくり支

援センター等にパンフレットを置いている。HP でも閲覧でき、是非利用してほ

しい。 

 議題２ その他 

〇事務局 

 お手元の小さなうちわは、7 月の「社会を明るくする運動の強化月間」を広報

するために作成した。絵柄は全 5 種類。7 月の強化月間に配布して啓発を行う。

市役所受付にも置いている。是非、活用してほしい。 

７ 閉会 


